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監査の結果に基づき講じた措置の内容の公表について 

 

 

 監査の結果に基づき講じた措置の内容について通知があったので、地方自治法第199条第14項及び八

尾市監査基準第17条の規定により当該措置の内容を次のとおり公表します。 

 

 

  令和８年３月31日 

 

                          八尾市監査委員  浅 川 昌 孝   

                             同     木 虎 孝 之   

                             同     五百井  真二  

                             同     木 村 健 二   

 

 

記 

 

１ 措置の内容の通知 

   令和７年度定期監査（市立学校）の結果に対する措置 

    令和８年３月19日付け 八教教政第1962号 

      

２ 問合せ先 

   八尾市本町一丁目１番１号 

    八尾市監査事務局 

     電話番号 072－924－3896（直通） 

 

３ その他 

   措置の内容については、市役所本館３階の情報公開室及び八尾市ホームページでも閲覧できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



令和７年度定期監査の結果に対する措置の内容 

市立学校 

指 摘 事 項 R８.２.１0までに講じた措置又は改善方針等 

１ 学校徴収金に係る事務について 

学校長が教育活動を効果的かつ円

滑に行うための経費として保護者か

ら徴収した学校徴収金については、

八尾市学校徴収金等取扱要綱及び八

尾市学校徴収金取扱マニュアルに、

適正かつ円滑に処理するため必要な

事項等が定められているが、財務事

務において、次のような事例が見受

けられたので、適正な事務処理を行

うこと。 

 ⑴ 校内会計監査について、会計責

任者が監査委員を２名以上選任し

て実施するよう定められている

が、監査委員を２名以上選任して

いないもの 

 

 

措置状況 措置済 

会計責任者が監査委員２名以上を選任した上で、複数人

により校内会計監査を実施するよう事務処理を改めまし

た。 

 

 ⑵ 学年費において、収入伺書や支

出伺書を作成していないもの 

措置状況 措置済 

全ての収入及び支出について、学校徴収金取扱マニュア

ルに基づき、収入伺書及び支出伺書を作成するよう、会計

責任者、出納責任者、支出及び収入担当者、会計担当者で

確認し、今後の事務処理を改めました。 

 

 

  ⑶ 支出伺書において、支払後の会

計確認者の確認に係る押印が漏れ

ているもの 

 

措置状況 措置済 

会計責任者の確認、押印欄及び支払い後の確認日の記入

欄を追加した支出伺書の様式に変更し、確認後の押印を徹

底するように改めました。 

  ⑷ 学年費において、支出伺書と出

納簿にそれぞれ記載されている支

払日や支出伺書の請求金額の説明

資料が不足しているもの、出納簿

と校内会計監査報告書にそれぞれ

記載されている金額が不一致のも

の、請求書の請求日の記述のない

もの 

 

措置状況 措置済 

支払いでの請求日の記載漏れや説明資料の不足がないよ

うに、職員会議等で教職員に周知するなどして、事務処理

を改めました。 

また、会計監査については、会計の信頼性を保証する重

要な役割であることを再度認識して、適切な監査を行うよ

う教職員に周知しました。 



  ⑸ 保護者に返金した際に徴した受

領書について鉛筆書きで署名され

ているもの 

 

措置状況 措置済 

返金の受領の証拠書類となる受領書の署名については、

修正可能な文房具を使用しないよう各学年の会計担当者と

情報共有し、今後の事務処理について改めました。 

 

  ⑹ 支出伺書の記載内容において訂

正印の押印が漏れているものや砂

消しゴム等を用いて行っているも

の 

 

 

 

 

 

措置状況 措置済 

支出伺書の記載内容の修正方法について、職員会議等で

教職員に周知するなどして、事務処理を改めました。 

 

２ 子どもが輝く学校づくり総合支援

事業に係る事務について 

｢子どもが輝く学校づくり総合支援

事業｣は、市が児童・生徒や地域の実

態に応じた学校独自の取り組みを支

援し、魅力ある学校づくりを推進す

ることを目的とした市からの受託事

業であるが、事業費の支出におい

て、次のような事例が見受けられた

ので、適正な事務処理を行うこと。 

 ⑴ 事業費の支出において、立替払

をしているもの。立替払について

は、そのリスクも踏まえ、それに

よらないと業務に支障が生ずる場

合に限定して行い、やむを得ず

行ったときは速やかに精算された

い。 

 

 

措置状況 措置済 

立替払いについては、業務に支障が生ずる場合に限定

し、やむを得ず行った場合には速やかに精算を行うよう

に、教職員へ周知し、事務処理を改めました。 

 



 ⑵ 領収書に記載されている金額を

不適正な方法で訂正しているもの

や事業報告の支出明細書におい

て、記載されている金額の訂正に

ついて、訂正印の押印が漏れてい

るもの 

 

措置状況 措置済 

金額の訂正方法については、適正な方法により訂正する

よう教職員へ周知し、事務処理を改めました。 

 

３ 八尾市学校体育施設開放事業に係

る事務について 

｢八尾市学校体育施設開放事業｣は、

市民の自主的なスポーツ及びレクリ

エーションの振興を図るため、小中

学校の体育施設を開放し、市民の使

用に供することを目的とした市の事

業で、各小中学校に設置されている

学校体育施設開放運営委員会が受託

している。 

 本事業の実施に係る消耗品の調達

に際し、当該学校の職員が立替払を

した場合において、速やかにその精

算手続がされていないものが見受け

られたので、やむを得ず立替払をし

た場合は速やかに精算手続をするこ

と。 

 

 

措置状況 措置済 

立替払いについては、業務に支障が生ずる場合に限定

し、やむを得ず行った場合には速やかに精算を行うよう

に、教職員へ周知し、事務処理を改めました。 

 

４ 修学旅行・林間学舎関係事務につ

いて 

修学旅行・林間学舎の実施に係る

契約手続において、次のような事例

が見受けられたので、適正な事務処

理に改めること。 

⑴  ｢八尾市学校徴収金取扱マニュ

アル｣に定める手続が一部行われ

ていないもの 

 

措置状況 措置済 

修学旅行や宿泊学習に係る契約については、八尾市学校

徴収金取扱マニュアルに準拠して手続きを行うよう、職員

会議等で教職員に周知するなどして事務処理を改めまし

た。 

 

⑵  契約書について、必要事項が記

載されていないもの 

 

措置状況 措置済 

契約書の様式について必要事項を記載するものに改める

とともに、その適用につき学校内で共有しました。 



⑶   業者選定の過程を明らかにする

書類の一部を紛失していたもの 

 

措置状況 措置済 

業者選定における書類等については、保管場所を定め管

理を行い、紛失等のないよう周知徹底しました。 

 

 

 


